
別紙６                   随意契約をすることができる場合に 

                         該当することの説明書 

 地方自治法施行令第167条の２第１項第５号 

 により随意契約をすることができる場合 
  今回の契約が左に該当すること等の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急の必要により競争入札に付することがで 

 きないとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 競争入札に付していたのでは、時期を失 

  し、契約の目的を達することができないこ 

  との説明 

 

「県立高等学校インターネット接続回線敷

設業務委託」について、令和８年４月１５日に

一般競争入札を執行した。入札参加者は株式会

社インターネットイニシアティブ一者のみで

あり、予定価格を上回り不落となった。 

 学習者用タブレットにおけるインターネッ

ト通信量が増加し、授業運営に支障をきたして

いるため、早期にインターネット回線の敷設が

必要である。回線敷設には校内ネットワークの

把握及び通信事業者の事前手配等が必要であ

り、早期に状況を改善するためには、速やかに

事業者を決定する必要がある。 

 

 

２ 特定の者を選定した理由 

 

株式会社インターネットイニシアティブは

「県立高等学校インターネット接続回線敷設

業務委託」の唯一の応札者である。また、株式

会社インターネットイニシアティブは入札参

加資格を有しており、他の自治体と締結した契

約は契約のとおり履行されているほか、経営状

況の悪化その他契約の履行が危惧されるよう

な特段の事情は認められない。 

 以上のことから、本業務を受託できる者とし

て株式会社インターネットイニシアティブを

選定した。 

 

 

 

 

 

  備考 この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。 


